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Ⅰ．監査の概要 

 

１．監査のテーマ 

   インターネットを利用した市情報の発信について 

 

２．監査のねらい 

 情報技術が発展し、市の情報発信は広報誌などの紙媒体に加えて、ケーブルテ

レビやインターネットが利用されるようになった。とりわけ、近年発展が著しい

インターネットを利用した情報発信については即時性が高く、また多くの情報を

発信でき、双方向の情報のやりとりもできる。 

一方で、インターネットの情報を得るためには、通信環境と端末機器が必要で

あり、また情報の受け手から能動的に情報にアクセスしなければならず、情報の

受け手が限定される。 

そこで、今回インターネットによる情報発信の有効性・経済性について調査す

る。 

 

３．監査対象 

 本市がインターネットを利用して市民に対して行っている様々な情報発信に

ついて監査する。なお、電子申込みや電子決済などについても、インターネット

を利用して情報のやりとりを行うシステムであり、今回の調査対象とした。  

   

４．監査対象部局 

全部局 

 

５．監査の方法 

   監査対象部局に行政監査調書の提出を求めるとともに、必要に応じて担当者か

ら説明を聴取し監査を行った。 

 

６．監査の期間 

平成 26 年 12 月から平成 27 年 3 月まで 

 

７．監査の着眼点 

① 各部局におけるインターネットを利用した情報発信状況について 

② インターネット情報発信にかかる経費について 

③ インターネット情報発信の周知方法について
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Ⅱ．監査の結果 

 

１．本市のインターネットを利用した情報発信状況 

本市における平成 26 年 11 月現在におけるインターネットを利用した情報発信

状況は以下のとおりである。 

ホーム
ページ

メール
配信

ＳＮＳ
動画
配信

電子
申込

合計
主なもの

（HPはホームページ）

人権文化部 2 2
Toyonaka City Mail（外国人向
け）

総務部 1 1 電子入札システム

財務部 5 5
ヤフー公金支払い「ふるさと納
税」、モバイルレジ

市民協働部 4 4 くらしの安心メール

健康福祉部 3 3
認知症高齢者・障害者徘徊SOS
メール

環境部 4 1 5
とよなかチャレンジ－70(HP)、
豊中エコショップ制度運営協議
会ホームページ

会計室 1 1 ヤフー官公庁オークション

情報政策室 2 1 1 4
とよなか公共施設案内システム
(HP)、マチカネっ人(SNS)

政策企画部 2 2 1 5
豊中市ホームページ
豊中市公式フェイスブック

こども未来部 3 3 放課後こどもクラブ連絡メール

危機管理室 1 1 2
豊中市雨量情報(HP)、緊急速報
メール（エリアメール）

市議会事務局 1 1 2
豊中市議会会議録検索システム
(HP)、豊中市議会インターネッ
ト議会中継

消防本部 1 1
豊中市消防本部公式ホームペー
ジ

教育委員会 3 7 1 2 13
豊中市立図書館ホームページ、
スクールランチシステム（電子
申込み）

市立豊中病院 1 1 市立豊中病院公式ホームページ

上下水道局 1 1 豊中市上下水道局ホームページ

合　計 16 20 3 3 11 53

（豊中市ホームページに掲載している各部局の情報については含まない。）

部局別インターネットを利用した情報発信の開設数（平成26年11月現在）



3 

 

   全 24 部局中独自に情報発信をしているのは 16 部局である。これ以外の部局で 

も政策企画部が所管する「豊中市ホームページ」に各部局のページがあり、そこ

で常時情報発信を行っている。 

次に開設年度別状況を見ると、以下のとおりである。 

開設年度 H20以前 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 合計

ホームページ 11 1 1 3 16

メール配信 6 4 1 5 2 2 20

ＳＮＳ 1 1 1 3

動画配信 1 1 1 3

電子申込 3 1 2 1 2 1 1 11

合　　計 22 6 3 7 5 3 7 53

開設年度別状況

 

ホームページは平成 20 年度以前に開設されたものが多くそれ以外は平成 21 年

度以降に開設されたものが多い。全体でみると約 6 割が平成 21 年度以降に開設さ

れている。 

一番古いものが平成 9 年に開設された「豊中市ホームページ」であり、一番新

しいものは平成 26 年 7 月に開設されたホームページ「とよなかチャレンジマイナ

ス 70」である。 

文字情報が体系的に整理されたホームページがまず開設され、その後メール配

信1やＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）2、動画などへと情報発信

が広がっている。 

 

２．各情報配信の概要 

今回の調査対象のうち、特徴的なものについて以下に紹介する。 

   

                                                   
1 メール配信には、特定の市民とのメールのやりとりは含まず、本市から登録者へ一斉メール送

信するものである。 
2 ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）とは、日記やメッセージなどを通じて友人や

知人、共通の趣味を持つ人達との交流を目的としたサービスである。具体的にはブログやフェ

イスブックやツィッターがある。 
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（1）ホームページ 

①「とよなかチャレンジマイナス 70」 

ＵＲＬアドレス

担当部局 環境部環境政策室 開設年月 平成26年7月 アクセス件数(H26/11月) 112件

http://toyonaka5070.jp/index.html

　本市では平成62年度(2050年度)までに平成2年度(1990年度)比で温室効果ガスを70%削減す

ることを目標としている。その目標を達成するためのひとつの方策として、市民向け地球温

暖化対策省エネ推進事業を特定非営利活動法人(ＮＰＯ法人)に業務委託している。その委託

された ＮＰＯ法人 が市民向けイベントなどの実施レポートを発信しているのがこのホーム

ページである。ホームページのおもなコンテンツは、省エネ相談会のお知らせや報告をはじ

め、省エネマイスターとよばれる担当者が家庭訪問し、省エネ診断をすることや、その診断

を受けた家庭などに対し付与されるエコポイント制度の周知などである。
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②「豊中市雨量情報」 

ＵＲＬアドレス

担当部局 危機管理室 開設年月 平成21年9月 アクセス件数(H25年度) 未集計

http://toyonaka-suibou.jp/citizen/rainful_day.html

　豊中市独自の雨量計情報（市域13地点）をリアルタイムで発信しているホームページであ

る。この雨量情報は、都市基盤部水路課の業務データを市民向けにも公開したものである。
 

 

    このホームページの他に同様のものとして「豊中市の大気環境情報」ホーム

ページ（環境部環境政策室）があるが、そこではＰＭ2.5 をはじめとする大気

汚染物質 11種類の 1時間ごとの情報や気温、風向、風速が公開されているほか、

人に影響を及ぼす数値の目安も掲載されている。 

    この「豊中市雨量情報」においても、雨量の目安として、豊中市の過去最大

雨量情報、過去市域で浸水被害が起こったときの雨量なども併せて掲載してお

くと、さらに有意義なものになると思われる。 
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   ③「豊中市議会会議録検索システム」 

ＵＲＬアドレス

担当部局 市議会事務局議事課 開設年月 平成13年7月 ア ク セ ス 件 数 ( H 2 5 年 度 )44,057件

h t t p : / / t o y o n a k a . g i j i r o k u . c o m / g i k a i /

　平成元年以降の会議録が検索可能であり、その情報をダウンロードし印刷もできる。検索方

法として時系列によるもののほか、検索したい語句によるフリーワード検索も可能であり、そ

の語句に関する本会議や委員会での質問答弁を見ることができる。本会議開催から会議録が公

開されるまで数か月を要するが、その間はインターネット議会中継の動画で本会議の内容を知

ることができる。

 

 

  （2）メール配信 

本市においては、主に「とよなか市メール配信システム」と「豊中市立図書

館メール配信システム」の２つのシステムを利用して市民等へ様々なジャンル

のメール配信を行っている。 
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   ①「とよなか市メールマガジン」 

ＵＲＬアドレス

担当部局
健康福祉部
地域福祉室　他

開設年月
平 成 2 3 年 1 1 月
リニューアル

配 信 閲 覧 回 数 ( H 2 5 年 度 )71,673件

h t t p s : / / s e r v i c e . s u g u m a i l . c o m / t o y o n a k a - c i t y / m e m b e r / e n t r i e s / i n d e x

　徘徊ＳＯＳ情報をはじめ14のジャンルから希望するものを選び登録すると、メールマガジン

が送付されてくる。ジャンルの主なものとしては、悪質商法など消費生活に関する情報を配信

している「くらしの安心メール」や、市民課窓口の臨時開設などを知らせる「市民課からのお

知らせ」などがある。また、これらのうちいくつかは過去に配信されたメールをホームページ

上で読むことができる。

 なお、この「とよなか市メールマガジン」と同様に「とよなか市メール配信

システム」を利用し、小中学校等の保護者へ各学校から修学旅行先からの行程

連絡や近隣での不審者情報などの情報も配信している。 
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   ②「豊中市立図書館メールマガジン」 

ＵＲＬアドレス

担当部局
教育委員会事務局
読書振興課

開設年月 平成21年12月 配信閲覧回数(H25年度) 35,033件

h t t p s : / / w w w . l i b . t o y o n a k a . o s a k a . j p / m a i l m a g a z i n e / m a i l m a g . h t m l

　豊中市立図書館が独自に行っているメールマガジンであり、新着図書案内を配信している

「定期配信」、読み聞かせ会などの図書館主催の催しの案内である「イベント情報」のほか

「図書館案内」の３つのジャンルがある。また、過去に配信されたメールマガジンも図書館

ホームぺージで閲覧できる。
 

 

  （3）ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス） 

ブログやフェイスブック、ツイッターなどＳＮＳ（ソーシャルネットワーキ

ングサービス）と呼ばれる利用者相互の交流を目的としたインターネットサー
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ビスが民間事業者によって提供され、多くの人に利用されている。本市におい

てもいくつかのＳＮＳを開設している。 

 

   ①「マチカネっ人」 

ＵＲＬアドレス

担当部局 情報政策室 開設年月 平成18年12月 ア ク セ ス 件 数 ( H 2 5 年 度 )1,649,572件

h t t p : / / s n s . m a c h i k a n e t . j p /

　本市が運営している地域ＳＮＳであり、会員登録し地域情報などを相互でやりとりしてい

る。主なコンテンツは日記で、会員が書き込んだ日記について他の会員がコメントをつける

ことで情報のやりとりを行っている。また会員相互は直接メール機能でやりとりもできる。

これらの日記やコメントの約6割は非公開となっていないため会員以外の誰でもが閲覧可能

であり、アクセス数を増やす要因となっている。
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   ②「豊中市公式フェイスブック」 

ＵＲＬアドレス

担当部局 政策企画部広報広聴課 開設年月平 成 2 5 年 5 月ア ク セ ス 件 数 ( H 2 5 年 度 )420,048件

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / c i t y t o y o n a k a

　民間事業者が運営しているＳＮＳであるフェイスブックの豊中市ページである。ほぼ毎日、

本市の情報が公開されており、市ホームページや広報誌とはちがったトピックス形式で短い文

章で読みやすいタイムリーな楽しい記事が読める。またシェアと呼ばれる共有機能で閲覧した

人がこれらの記事を他の人にもすすめることができ、情報の拡散周知効果もある。
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  （4）動画配信 

文字情報がメインのホームページに加えて、音声映像情報である動画配信も

本市では行っている。 

    

①「とよなかチャンネル（YouTube）」 

ＵＲＬアドレス

担当部局
政策企画部
広報広聴課

開設年月 平成25年6月 再生回数（H25年度) 35,456件

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/kouhou/t_channel/index.html

　民間事業者が提供する動画サービスユーチューブの豊中のページである。ケーブルテレビ

で放送している市広報番組「かたらいプラザ」の動画配信や、市ゆかりの著名人からのメッ

セージ、豊中市のＰＲ映像などを見ることができる。

 



12 

 

以上の他にも、市議会の本会議の様子をリアルタイムで配信する「豊中市議

会 インターネット議会中継」や、成人式に参加できない新成人や保護者等の

ために本市が主催する成人式の様子をリアルタイム配信する「成人式生中継動

画配信」が行われている。なお、議会中継はその後会議録が公開されるまでの

間、動画がいつでも見ることができる。 

 

（5）電子申込みなど 

市があらかじめインターネット上でなんらかの情報を発信し、それに対して

利用者がインターネット上で申込みをする電子申込みシステムも本市では行

っている。 

 

   ①「スクールランチシステム」 

 

ＵＲＬアドレス

担当部局 教育委員会学校給食室 開設年月 平成25年12月 ア ク セ ス 件 数 ( H 2 5 年 度 ）7,517件

h t t p : / / w w w . s c h o o l - l u n c h . n e t / T o y o n a k a A /

　本市が市立中学校で実施している中学校給食（弁当配食）の予約申し込みができるサイトで

ある。あらかじめ会員登録し給食費をコンビニエンスストアで前払いしておけば、1食分の利用

でもインターネット上での申込みが可能となり、学校まで配達してくれる。平成26年11月の配

食数の実績（市立中学校全18校中7校実施）は約3,500食である。
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   ②「ヤフー公金支払『ふるさと納税』豊中市を応援するための寄附金」 

 

ＵＲＬアドレス

担当部局 財務部財政室 開設年月 平成24年9月 申込数(H25年度) 12件

http://koukin.yahoo.co.jp/furusato-nouzei/index.html

　本市へ寄附をする場合、納付書や振込書により銀行窓口で支払わなければならなかったが、

このサイトを利用すれば、自宅でインターネットを利用して寄附金のクレジットカード払いが

できる。平成25年度におけるこのサイトを利用した寄附金収入は、350,000円（12件）であっ

た。

 

３．利用閲覧頻度について 

各ホームページの平成 25 年度におけるページ閲覧回数（アクセス件数）の上位

10 位を見ると、以下のとおりである。 
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順位 部局名 名称 種別 目的 年間アクセス数 1日平均

1 教育委員会
豊中市立図書
館ホームペー
ジ

HP 図書館の広報 24,457,143 67,006

2 政策企画部
豊中市ホーム
ページ

HP

各種制度の概要や手続方法、講座・イベン
ト案内、各分野のまちづくりの推進に欠か
せない情報等さまざまな行政情報をわかり
やすく積極的に発信し、インターネットを
通じて、市民がさまざまな手続を行った
り、市とコミュニケーションを図ったり、
利便性と双方向性を兼ね備えた電子市役所
の総合窓口として開設し運営。

7,622,065 20,882

3
市立豊中病
院

市立豊中病院
公式ホーム
ページ

HP
市民への情報発信。医師、看護師募集。そ
の他求人。

2,239,833 6,137

4 情報政策室 マチカネっ人 SNS

パソコンや携帯電話を利用して、豊中市に
住む・働く・関心のある人々のためのコ
ミュニケーションや情報共有を行う機能を
提供する。

1,649,572 4,519

5 教育委員会
オーパス・ス
ポーツ施設情
報システム

電子
申込

スポーツ施設の利用申込 935,046 2,562

6 政策企画部
豊中市公式
フェイスブッ
ク

SNS

まちの身近な話題や出来事、地域の隠れた
魅力を掘り起こす企画の他、「高校野球発
祥の地」といった誰かに自慢したくなるよ
うな豊中の魅力などをタイムリーに紹介す
る。

420,048 1,151

7 上下水道局
豊中市上下水
道局ホーム
ページ

HP
お客さまに上下水道事業に対する理解を深
めていただく手段の一つとして開設。

369,907 1,013

8 政策企画部

豊中市ブログ
「マチカネく
んのとよなか
草子

SNS
豊中市内の楽しい出来事を分かりやすく親
しみやすい語り口で紹介する。

140,717 386

9 情報政策室
地図情報とよ
なか

HP
市の保有する地理空間情報をインターネッ
ト上で公開し、住民サービスの向上を図
る。

111,417 305

10 情報政策室
とよなか公共
施設案内シス
テム

HP
システムを利用して貸出可能な市の文化施
設の空室情報や利用者の予約状況確認を行
える。

48,821 134

年間アクセス状況（平成25年度　5,000アクセス以上）

（凡例）　HP:ホームページ　　SNS:ソーシャルネットワーキングサービス

 図書館のホームページのアクセス数が多いのは、このホームページで蔵書検索  

や貸出し予約等ができるためである。 

 

次に、メールマガジンは、事前に配信登録が必要であり、登録をした者にのみ

メールが配信される。そこでホームページの閲覧回数に相当する配信閲覧回数を

見ると、以下のとおりである。 
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順位 部局名 名称 目的
登録者数
H26/11月

現在

配信
回数H25

閲覧回数
（概算）

H25

1 教育委員会 小学校中学校連絡メール 学校から保護者への連絡 24,242 1,825 780,660

2 危機管理室
緊急速報メール（エリア
メール）

豊中市域内に滞在する者に対し「災
害・避難情報」や「津波警報」など緊
急情報を携帯電話へ発信する。

400,000 1 400,000

3 健康福祉部

徘徊SOSメール（事業
名）
認知症高齢者・障害者徘
徊SOSメール（公開名
称）

携帯電話のメール機能を用いる「徘徊
ＳＯＳメール」の運営により、メール
受信登録者による地域ぐるみで認知症
徘徊高齢者等の早期発見に寄与する。

1,113 31 34,503

4 市民協働部 くらしの安心メール
消費生活情報の提供を行い、高齢者を
はじめ消費者被害の早期発見や予防と
拡大防止に努める。

790 31 24,490

5 教育委員会
豊中市立図書館メールマ
ガジン（イベント情報）

図書館で行われるイベント情報を配信
する。

479 37 17,723

6 教育委員会 幼稚園連絡メール 幼稚園から保護者への連絡 1,026 93 12,107

7 こども未来部
放課後こどもクラブ連絡
メール

放課後こどもクラブから保護者への連
絡

2,205 232 11,335

8 教育委員会
豊中市立図書館メールマ
ガジン（図書館案内）

市各部局のくらしに役立つ情報を配信
する。

531 18 9,558

9 教育委員会
豊中市立図書館メールマ
ガジン(定期配信）

図書新着案内を定期的に配信する。 646 12 7,752

10 教育委員会
豊中市教育委員会メール
マガジン

一般市民や教育関係者に対して教育委
員会の情報を発信する。

537 12 6,444

11 こども未来部 保育所連絡メール 保育所から保護者への連絡 1,372 76 5,564

12 市民協働部
とよなかしごと情報
「ジョブメル！」

求人者及び求職者双方の支援のため、
合同面接会・説明会、セミナー等の案
内を配信している。

252 14 3,528

13 市民協働部 とよなか産業メルマガ

行政施策等といった産業関連情報や中
小企業の取り組み事例を紹介すること
により、市内中小企業の支援制度の活
用や経営改善の取り組みを促し、地域
経済を活性化する。

223 11 2,453

14
こども未来部

他
ひとり親家庭の皆さんへ

ひとり親家庭の方を対象とした制度や
イベント等の各種情報をお知らせす
る。

257 6 1,542

15 人権文化部 Toyonaka City Mail
外国人等のメルマガ登録者に多言語広
報「とよなかしからのおしらせ」英語
版をお知らせする。

37 24 840

16 市民協働部 市民課からのお知らせ
住民票等のコンビニ交付や休日窓口の
情報を市民課からお知らせする。

163 2 326

17 健康福祉部 ボランティア情報メール

ボランティアに関する講座やイベン
ト、ボランティア募集情報等を携帯
メールを利用して配信し、ボランティ
ア人材の確保およびボランティア活動
の推進に寄与する。

544 0 0

18 健康福祉部
とよなか健康福祉
　おマチカネ通信

介護保険・障害福祉サービス事業者や
社会福祉施設等にお勤めの人を対象
に、指導監査の現場で気づいたことや
エピソード、利用者支援で大切なこと
や役立つ情報を400字程度でメールにて
配信する。

279 ― ―

年間メールマガジン閲覧状況
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   メール配信にかかる費用はメールを実際に配信しなくても配信登録メールアド

レス数に応じて生じるので、必要性が低くなったメールジャンルについては何ら

かの見直しが必要である。 

 

 ４．経費と収入について 

   平成 25 年度の年間経費について見ると以下のとおりである。ただしインター

ネットを利用した情報発信に直接かかった経費だけを抽出することが難しいも

のが多く、比較は容易ではない。例えば図書館のホームページにかかった経費は

多額であるが、これには蔵書管理システム、貸出し予約システム、メール配信シ

ステムなどに加えて図書館内部業務システムも含まれている。 

経費は前述のメールとは異なり、原則ホームページ閲覧数にかかわらず経費は

一定であるので、閲覧数が多くなればなるほど費用対効果の経済性が高まると言

える。 

 

順位 部局名 担当課 名称 種別 目的 開設年

1 教育委員会
読書振興
課

豊中市立図書館
ホームページ

HP 図書館の広報 平成13年4月 48,869,729 ＊

2 教育委員会
教育セン
ター

豊中市教育セン
ターホームペー
ジ

HP

豊中市教育センターは、教育に関する
専門的、技術的事項の研究及び調査を
行い、あわせて教育関係職員の研修を
行う。また、子供の心理・発達に関す
る悩みの相談、小・中学生の理科展、
親子理科講座など市民向けの事業も
行っている。

平成13年10
月

20,190,660 ＊

3
市議会事務
局

議事課
豊中市議会イン
ターネット議会
中継

動画
市政の情報公開の一環として、どなた
でも豊中市議会の本会議の内容を視聴
できるようにするため。

平成20年9月 10,542,304

4 教育委員会
スポーツ
振興課

オーパス・ス
ポーツ施設情報
システム

電子
申込

スポーツ施設の利用申込 平成8年4月 8,389,892 ＊

5 情報政策室
情報政策
室

とよなか公共施
設案内システム

HP
システムを利用して貸出可能な市の文
化施設の空室情報や利用者の予約状況
確認を行える。

平成19年4月 7,602,840

6 教育委員会
学校給食
室

スクールランチ
システム

電子
申込

中学校給食の予約管理をするため、中
学校の生徒、保護者に対して、給食の
情報を提供。

平成25年12
月

7,174,965 ＊

7 政策企画部
広報広聴
課

豊中市ホーム
ページ

HP

各種制度の概要や手続方法、講座・イ
ベント案内、各分野のまちづくりの推
進に欠かせない情報等さまざまな行政
情報をわかりやすく積極的に発信し、
インターネットを通じて、市民がさま
ざまな手続を行ったり、市とコミュニ
ケーションを図ったり、利便性と双方
向性を兼ね備えた電子市役所の総合窓
口として開設し運営。

平成9年3月
5,388,600

（参考）Ｈ25
経費（円）

年間経費（平成25年度　5万円以上）
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順位 部局名 担当課 名称 種別 目的 開設年

8 総務部
契約検査
室

電子入札システ
ム

電子
申込

工事請負契約並びに工事に係る設計、
監理、調査等及び測量調査の委託業務
において発注案件の公表から入札結果
の公表までの一連の手続をインター
ネットを利用し行えるため。

平成16年9月 4,172,151

9 財務部
税務企画
課

eLTAX(地方税
ポータルシステ
ム）

電子
申込

地方税の電子申告
平成21年12
月

4,130,000

10 危機管理室
危機管理
室

豊中市雨量情報 HP
防災目的で、豊中市民を対象に市内の
雨量情報を発信。

平成21年9月 4,058,949 ＊

11 環境部
環境政策
室

豊中市　市民向
け地球温暖化対
策省エネ推進事
業

HP

市民向け地球温暖化対策省エネ推進事
業や省エネに関する取組みを市民に対
して継続的に情報発信し、広く参加を
呼びかけるため。

平成23年11
月

3,360,000 ＊

12 情報政策室
情報政策
室

地図情報とよな
か

HP
市の保有する地理空間情報をインター
ネット上で公開し、住民サービスの向
上を図るもの。

平成12年12
月

2,160,000

13 情報政策室
情報政策
室

とよなか市メー
ル配信システム

メール
市民向けメルマガ、学校関係連絡メー
ルなど

平成23年01
月

1,845,900

14 情報政策室
情報政策
室

マチカネっ人 SNS

パソコンや携帯電話を利用して、豊中
市に住む・働く・関心のある人々のた
めのコミュニケーションや情報共有を
行う機能を提供する。

平成18年12
月

1,560,930

15 情報政策室
情報政策
室

豊中市電子申込
み等受付システ
ム

電子
申込

市民と直接的な情報交換が可能とな
り、事務コストの省力化や迅速化、正
確性の向上、さらには行政サービスの
質的向上。

平成17年4月 1,302,840

16
市立豊中病
院

病院総務
室

市立豊中病院公
式ホームページ

HP
市民への情報発信。医師、看護師募
集。その他求人。

平成18年4月 880,000

17
市議会事務
局

議事課
豊中市議会会議
録検索システム

HP

市政の情報公開の一環として、どなた
でも豊中市議会の本会議・委員会等の
会議録の内容を閲覧・検索できるよう
にするため。

平成13年7月 604,800

18 財務部
納税管理
課

モバイルレジ
電子
申込

モバイルバンキングを利用した市税の
収納手段の提供。

平成23年5月 202,095

19 教育委員会
青少年育
成課

若者情報サイト
とよとよ

HP 若者を対象とした豊中市の情報発信 平成19年4月 148,512

20 政策企画部
広報広聴
課

豊中市公式フェ
イスブック

SNS

まちの身近な話題や出来事、地域の隠
れた魅力を掘り起こす企画の他、「高
校野球発祥の地」といった誰かに自慢
したくなるような豊中の魅力などをタ
イムリーに紹介するため。

平成25年5月 141,377

21 教育委員会
青少年育
成課

成人式生中継動
画配信

動画 成人式記念式典の同時中継 平成26年1月 84,000

22 消防本部
消防総務
室

豊中市消防本部
公式ホームペー
ジ

HP

市民等を対象に防火防災思想の普及啓
発、消防関係法令及び消防の実態並び
に災害等の情報をホームページで正し
く伝えるため。

平成16年3月 63,792

(註）　＊経費には他の委託料も含まれる。

（参考）Ｈ25
経費（円）

 

   平成 25 年度の年間収入（広告収入）は２つのホームページで収入があがってい

る。ひとつは「豊中市ホームページで約 217 万円（広告 88 件）」で、もうひとつ

は「豊中市立図書館ホームページ」で約 13 万円（広告 6 件）である。 

アクセス数が多いホームページでは広告収入が見込まれ、またメール配信にお
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いても広告収入が得られる可能性はあると思われる。特にメールマガジンは一定

読者が限定されているので、事業者においてはターゲットをしぼった広告ができ、

効果は高いと思われる。 

 

５．周知方法等について 

（1）周知方法 

インターネットを利用した情報発信の費用対効果を高めるには、より多くの

人に閲覧してもらうことが重要であり、そのためには情報発信をしていること

を周知する必要がある。 

周知方法としては、インターネット上で周知することと、それ以外の周知方

法がある。 

インターネット上での周知方法としてもっとも簡単で効果的なのが、市公式

ホームページ「豊中市ホームページ」上にその情報発信サイトのホームページ

アドレスなどを掲載すること（リンク貼り付け3）と思われる。調査した 53 の

情報発信についてはすべて市ホームページにホームページアドレスなどが掲載

されていた。 

またホームページ上の情報が更新されたことを通知する機能（ＲＳＳフィー

ド）を活用して、閲覧数を増やすための手段を講じているホームページが 8 件

あり、「豊中市公式フェイスブック」や豊中市公式ユーチューブチャンネル「と

よなかチャンネル」でリンクなどを貼っているものもあった。 

インターネット上での情報発信のメリットは即時性であるので、こういった

更新情報を知らせる機能はさらに活用すべきだと思われる。 

このほかにメールマガジンの中には、過去に配信したメールのバックナンバ

ーをホームページ上で公開し、メールマガジン登録者以外にも閲覧できるよう

にしていたものもあった。 

インターネットの情報発信のメリットには、即時性に加えて情報の蓄積と検

索の容易さがあるので、メールマガジンなどの情報もバックナンバーとして過

去に配信した情報を公開してみてはどうだろうか。 

インターネット以外の周知方法としては、窓口でのチラシ配布や、講座や研

修会における説明やチラシ配布、広報誌での宣伝などが行われていた。インタ

ーネット上での周知だけでなく、広くあらゆる機会をとらえての周知が必要だ

と思われる。 

 

                                                   
3  リンク貼り付けとは、ホームページから直接別のサイトへ簡単に切替えることのできるホーム

ページ上の機能である。 
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（2）危機管理体制 

インターネットを利用した情報発信の仕組みは、電子データである情報をサ

ーバーとよばれるコンピュータに蓄積し、閲覧者はインターネットを通じてそ

のサーバーにアクセスして情報を取得するというものである。 

災害などが生じた場合、インターネットを利用した情報発信ができなくなる

のは、サーバーに電源が供給されない場合、サーバー自体が破損した場合など

のサーバー本体の不具合と、インターネット回線の不通が考えらえれる。 

災害にそなえて、サーバーに関しては、自家発電や二重電源の確保、データ

の定期的なバックアップなどの対応がとられている。 

サーバーの多くは外部サーバーであるが、いくつかは市庁舎の内部サーバー

を利用している。外部サーバーでは契約者等へ災害時の対応についての確認を

しておくとともに、内部サーバーについてもいま一度災害時の対応を確認され

たい。 

インターネット回線の不通については、災害時にはホームページが閲覧でき

なくなったり、メールの遅延が生じる場合があるので、さらに多くのチャンネ

ルを準備しておくことも重要だと思われる。特にツイッターなどのＳＮＳは災

害時でも有用だったこともあるので、市においても活用してみてはどうだろう。 

なお、災害時には市情報の信頼性がより求められるので、普段から他人によ

る「なりすまし」や「乗っ取り」を防止すべく、パスワードの管理、定期的な

更新をするなどの危機管理体制を徹底されたい。 

 

（3）障害者等への配慮（ウェブアクセシビリティ）について 

障害者などでも健常者などと同様にインターネット上の情報を容易に取得で

きるための配慮をアクセシビリティの配慮というが、このアクセシビリティを

高めることにより、さらに多くの人に閲覧してもらうことが可能である。特に

公共機関にはこのアクセシビリティを意識した情報発信が求められる。 

ホームページなどについてアクセシビリティの対応状況は以下のとおりであ

る。 
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部
局
名

色
反
転

文
字
拡
大

画
像
に
代
替
テ
キ
ス
ト

音
声
読
み
上
げ
機
能

翻
訳
機
能

本
文
に
ジ
ャ

ン
プ

見
出
し
設
定

サ
イ
ト
マ
ッ

プ

サ
イ
ト
内
検
索

更
新
日
の
明
示

作
成
者
、

連
絡
先
の
明
示

R
S
S
フ
イ
ー

ド
機
能

動
画
に
字
幕

*1 *2 *3 *4 *5

政策企画部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

教育委員会 × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐

教育委員会 × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ‐

消防本部 × △ ○ × × × ○ △ ○ ○ ○ × ‐

市立豊中病院 × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ‐

上下水道局 × △ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐

政策企画部 × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ‐

教育委員会 × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ‐

環境部 × × ○ × × × ○ × × × ○ × ‐

環境部 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ‐

環境部 × × ○ × × × ○ × × ○ ○ × ‐

危機管理室 × × ○ × × × ○ × × ○ △ × ‐

環境部 × × × × × × ○ × × ○ ○ × ‐

情報政策室 × × ○ × × × ○ × × × × × ‐

市議会事務局 × ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ × ‐

情報政策室 × ○ ○ × × × ○ × × ○ × ○ ‐

政策企画部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × △

市議会事務局 × × △ × × × × × ○ ○ × ○ ×

豊中市立図書館ホームペー
ジ

豊中市議会インターネット
議会中継

豊中市の大気環境情報

とよなかチャレンジ－70

正
式
名
称

豊中市消防本部公式ホーム
ページ

豊中市ホームページ

豊中市教育センターホーム
ページ

豊中市雨量情報

豊中エコショップ制度運営
協議会ホームページ

豊中市　市民向け地球温暖
化対策省エネ推進事業

若者情報サイトとよとよ

とよなか都市創造研究所
ウェブサイト

豊中市上下水道局ホーム
ページ

市立豊中病院公式ホーム
ページ

ホームページなどのアクセシビリティ配慮状況

とよなかチャンネル

マチカネっ人

豊中市議会会議録検索シス
テム

とよなか公共施設案内シス
テム
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部
局
名

色
反
転

文
字
拡
大

画
像
に
代
替
テ
キ
ス
ト

音
声
読
み
上
げ
機
能

翻
訳
機
能

本
文
に
ジ
ャ

ン
プ

見
出
し
設
定

サ
イ
ト
マ
ッ

プ

サ
イ
ト
内
検
索

更
新
日
の
明
示

作
成
者
、

連
絡
先
の
明
示

R
S
S
フ
イ
ー

ド
機
能

動
画
に
字
幕

*1 *2 *3 *4 *5

環境部 × × ‐ × × × × × × × ○ × ‐

教育委員会 × × ○ × × × × × × ○ ○ × ‐

（参考）
豊中市社会福
祉協議会

× × ○ × × × × × × × ○ × ‐

（平成27年3月調査）

＊1　　　　　　　　　　

＊2

＊3

＊4

＊5

ふくしねっととよなか
（H27/3市ホームページに統
合）

スクールランチシステム

豊中市粗大ごみ受付セン
ターインターネット受付

正
式
名
称

「作成者、連絡先の明示」とは、ホームページのさまざまなページについて、そのページは誰
が作成し、そのページ内容について誰に問い合わせをすればいいかを明示した表記である。聴
覚障害者への配慮として、連絡先には電話番号以外にＦＡＸ番号やメールアドレスを明示する
ことが必要である。

（凡例）　○：おおむね対応　　△：一部対応　　×：未対応

「本文にジャンプ」とは、パソコン画面読み上げソフトを利用してホームページを閲覧する視
覚障害者が、ホームページの上部のメニューをとばして、いきなり本文へジャンプできるホー
ムページの補助機能である。

「見出し設定」とは、パソコン画面読み上げソフトを利用してホームページを閲覧する視覚障
害者が、容易に本文を探すことができるように、本文見出し書式が組み込まれたホームページ
である。

「サイトマップ」とは、そのホームページの構造が樹形図（ツリー表示）で一覧してわかるよ
うにまとめたページである。

「サイト内検索」とは、そのホームページの情報に限定して検索できる機能である。

 

 

アクセシビリティへの配慮の具体例としては、視覚障害者に対するものとし

て文字の拡大、白黒反転表示、画像に説明書きなどの代替テキストなどがあり、

聴覚障害者に対しては映像字幕、識字障害者に対しては音声読み上げ機能など、

日本語を読めない外国人に対しては翻訳機能などがあげられる。 

豊中市ホームページは平成 25 年度にリニューアルされアクセシビリティへ

の配慮が今回の監査対象において最も行き届いている。4 

本市では豊中市ホームページ以外にも複数の独自ホームページがあるが、ア

クセシビリティの観点からも、特段の事情がない限り、豊中市ホームページへ

統合するか、あるいは、同等のアクセシビリティについての配慮をするべきで

あろう。 

                                                   
4  本市の公式ホームページである「豊中市ホームページ」は、障害者・高齢者のホームページの

利用に配慮する指針である「日本工業規格 JIS X 8341-3:2010」や「総務省 みんなの公共サ

イト運用モデル改訂版（2010 年度）」に準拠し、できる限りアクセシビリティに配慮している。  
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Ⅲ．むすび 

 

これまで述べてきたことも含め重複する箇所もあるが、以下、監査で明らかに

なった事項や検討を要する事項等について、以下、総括的な所見を記述する。 

 

○  周知方法の多様化、リンクの一元化について 

本市ではインターネットを利用した様々な情報発信を行っているが、それら

がしっかり市民に周知されているか再確認が必要である。 

例えば、豊中市ホームページにリンクを貼っているだけでそれ以外の周知方

法をとっていない情報発信もあった。実際に案内チラシを作成し、窓口で配架

するほか、各種市のイベントでも周知を行うなど、インターネット以外での効

果的な周知方法について検討し、定期的に実施されたい。 

また市ホームページにリンクを貼りつける場合も、すべての情報発信が一覧

できるようなページがあればインターネット上での周知は一層効果的になる

ものと思われる。 

 

○ 「豊中市ホームページ」への統合について 

本市においてはメインの豊中市ホームページの他に各部局が独自に運営を

する多くのホームページが存在する。その中にはあまり閲覧されていないもの、

あまり情報が更新されていないものも見受けられる。このようなホームページ

については、豊中市ホームページと統合することにより閲覧数を増やせると思

われる。 

また豊中市ホームページはアクセシビリティへの配慮も充実しており、ホー

ムページへ統合することにより障害者等にもさらに閲覧しやすくなる。年間経

費やセキュリティーの観点からも、特別の事情がない限り「豊中市ホームペー

ジ」に統合すべきと考えられる。 

このようなことから、平成 27 年 3 月には豊中市社会福祉協議会が運営して

いた健康福祉ホームページ「ふくしねっととよなか」が統合され、「豊中市上

下水道局ホームページ」及び「豊中市消防本部公式ホームページ」についても

平成 27 年度には統合予定である。 

ついては、「市立豊中病院公式ホームページ」や「とよなか都市創造研究所

ウェブサイト」においても、同様に統合の可否について検討されたい。 

 

○ メールマガジンについて 

インターネット環境が整備された昨今、ホームページについては、様々な年
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齢層に広く見られており、そのため本市では、アクセス数上位２つのホームペ

ージにおいて、広告が掲載されており、年間約 230 万円の収入を得ているとこ

ろである。 

一方で、メールマガジンは配信を希望する者に限定して情報を直接発信する

もので、事業者においては、よりターゲットを絞った効果的な広告が可能であ

ろうと考える。 

そこで、今後はメールマガジンにおいても、広告掲載の可能性について研究

されたい。 

 

次に、メールマガジンについては、その特性から発信することが有効との判

断をした情報についてシステム構築・運営がなされているところである。しか

しながら、とよなか市メールマガジンの「ボランティア情報メール」は平成 25

年度、26 年度ともにメールの配信実績がない状況である。 

そこで、既設のものも含め、様々な市が発信する情報のうち、何をメールマ

ガジンで発信するのがより効果的なのか検討をされたい。 

例えば、市民ホールや各施設で行われるイベント案内や講座のスケジュール

情報をはじめ、市議会や審議会の傍聴案内などについてもメールマガジンを利

用してみてはどうだろうか。 

またメールと同様の機能を持ち合わせたサービスもあるので、より効果的な

サービスを選択して情報発信をされたい。 

 

○ ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）について 

本市の情報発信においては、従来からのホームページやメールのみならず、

ブログやフェイスブック、ツイッタ―などのＳＮＳの普及に伴い利用されてい

るところである。 

うち、地域ＳＮＳ「マチカネっ人」については、次のとおり意見を述べたい。 

「マチカネっ人」については、会員相互で地域情報などをインターネット上

でやり取りするための場を市が提供しているもので、現在も一定の閲覧者数が

維持されており、日常的な日記の利用をはじめ、行政・地域情報などが入手可

能なほか、災害発生時には、災害情報や避難情報が入手できる仕組みとなって

いる。 

うち、日記の利用状況についてみると、日記の書き込みが最も多かったのは

平成 22 年 7 月で、ひと月に 340 件（実人数 37 人）の日記書き込みがあり、こ

れらの日記に対するコメントは 754 件（40 人）であった。対して平成 26 年 11

月では、それぞれ 39 件（7 人）、14 件（4 人）と激減している。 
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「マチカネっ人」が開設された当時においては、民間のＳＮＳサービスがそ

れほど充実しておらず、また地域に限定したＳＮＳが各地で開設される状況が

あったため、本市においてもこのサービスが開始されたものである。 

しかし、現在においては民間事業者による無料で利用できる日記サービス

（ブログ）や交流サービス（フェイスブックなど）が充実し、「マチカネっ人」

の存在意義が相対的に下がり、それが日記の書き込み数に如実に表れていると

思われる。また、行政・地域情報についても、現在は多様な手段で情報発信さ

れているところである。 

「マチカネっ人」には年間約 150万円の経費がかかっているが、費用対効果、

現在の利用者への配慮も踏まえ、事業縮小させていくのか、あるいは、さらな

る充実を図るのか今後のありかたについて検討されたい。 

 

○ 情報発信の安定性と信頼性について 

災害時などの緊急事態の場合では、公共における情報発信の重要性はますま

す増大すると考えられる。 

東日本大震災においては、被災地の地方自治体のホームページにアクセスが

集中し閲覧できなかったり、またメールの遅延が生じたりもしていた。 

このほか、近年においては、公共機関のホームページを標的としたサイバー

攻撃や、ホームページの書き換えなどが起きている。 

インターネットを利用した情報発信には、安定性と信頼性が常に求められる。 

そこで、本市でも震災など非常時におけるインターネットを利用した情報発

信として、ホームページ、メールのみならず、ツイッターなどのさまざまな情

報発信ツールを確保しておく必要性があり、また普段からホームページの乗っ

取りや、本市になりすましての情報発信を防ぐべく、パスワードをはじめとす

る適正な管理体制や情報管理に留意するなど危機管理体制の一層の強化が図

られるよう要望するものである。 

 

○ 最後に 

 総務省の平成 26 年版情報通信白書によると、国におけるインターネットの

人口普及率は、平成 25 年末で 82.8％となっている。 

 このような状況のもと、本市における情報発信についても、市広報誌をはじ

めとする従来の紙媒体に加えて、今回監査対象としたインターネットを利用し

た様々な情報発信が行われるようになっている。 

 このインターネットを利用した情報発信については、多額の年間費用がかか

る一方で、その情報をより多くの市民に閲覧してもらうことで、その費用対効
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果の経済性、有効性が高まるものである。 

 しかしながら、緊急情報を配信するメールシステム以外のもので、極端に配

信が少ないものがあったり、ホームぺージのアクセス数を集計していないもの

が見受けられた。 

 各担当部局においては、事業費用を常に意識するとともに、適宜システムの

効果検証を行い適切な運用に努められたい。 

 あわせて今後も、新たに登場するであろう通信サービスの活用による効果的

な情報の発信についての研究をするなど、積極的な市情報の発信を願うもので

ある。 


